
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  小規模企業共済契約者が死亡した場合 

Ｑ：小規模企業共済の掛け金を払っていた

父が亡くなりました。私は、死亡一時金をも

らわずに承継通算しようと思っています。死

亡一時金は退職手当金に該当し相続税法上非

課税となりますが、承継通算した場合には、

退職金に対する非課税の適用はどうなります

でしょうか？                                       

  

Ａ：一時金をもらう場合と同じ取り扱いに

なります。 

【解説】 

さきごろ、国税庁に対して同様の事前照会

があり、次のような回答がされています。 

すなわち、相続税法では、被相続人の死亡

により相続人その他の者がその被相続人に支

給されるべきであった退職手当金、功労金、

その他一定の年金又は一時金に関する権利は、

退職手当金として一定の金額が非課税となる

が、小規模企業共済契約に基づいて支給を受

ける一時金に関する権利についても退職手当

金に該当するものとしている。 

ご質問のような場合には、相続人は被相続

人の死亡によって、この一時金の支給を受け

る権利を有することになるが、その支給に代

えて新しい契約に承継通算する場合において

も、その権利は退職手当金に含まれることと

なる。 

したがって、退職手当金の非課税規定の適

用も受けることができる。 

なお、この場合の一時金に関する権利の価

額は、相続開始時における一時金の額となる、

としています。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１３年）平成２５年  月曜日  月３  １ 日  ８

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

4 6 9 0  

号  

   

（ ２ - ２ ）  


